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参照条文 

 

○著作権法（昭和４５年法律第４８号）（抄） 

（公衆送信権等） 

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあつて

は、送信可能化を含む。）を行う権利を専有する。 

２ （略） 

（学校教育番組の放送等） 

第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学

校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放

送番組において放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当該

放送に係る放送対象地域（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第九十一条第二項

第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波

法（昭和二十五年法律第百三十一号）第十四条第三項第二号に規定する放送区域をい

う。以下同じ。）において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のう

ち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入

力することによるものを含む。）を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教

材に掲載することができる。 

２ 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当

な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 

（営利を目的としない上演等） 

第三十八条 （略） 

２ （略） 

３ 放送され、又は有線放送される著作物（放送される著作物が自動公衆送信される場合

の当該著作物を含む。）は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けな

い場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用

いてする場合も、同様とする。 

４・５ （略） 

 

（時事問題に関する論説の転載等） 

第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題

に関する論説（学術的な性質を有するものを除く。）は、他の新聞紙若しくは雑誌に転

載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該

放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能

化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情

報を入力することによるものを含む。）を行うことができる。ただし、これらの利用を

禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説

は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 

 

参考資料７－２ 



2 
 

（政治上の演説等の利用） 

第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続（行政庁の行う審判その

他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。）における公開の陳述

は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わ

ず、利用することができる。 

２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われ

た公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められ

る場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しく

は当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されること

を目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線

に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。）を行うこ

とができる。 

３ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又

は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 

 

（放送事業者等による一時的固定） 

第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送する

ことができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送

することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することが

できる。 

２ 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送する

ことができる著作物を、自己の有線放送（放送を受信して行うものを除く。）のため

に、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。 

３ 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月（その期

間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送

又は有線放送の後六月）を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるとこ

ろにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。 

 

（著作権者不明等の場合における著作物の利用） 

第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示され

ている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を

払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化

庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定め

る額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用するこ

とができる。 

２ 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人（以下この項及

び次条において「国等」という。）が前項の規定により著作物を利用しようとするとき

は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、

国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長

官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 

３ 第一項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記

載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で

定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。 

４ 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨

及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。 
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（著作物の放送） 

第六十八条 公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放

送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができな

いときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文

化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができ

る。 

２ 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、専ら当該放送に係る放送対象地

域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に

供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによ

るものを含む。）を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合

において、当該有線放送、自動公衆送信又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第

三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権

者に支払わなければならない。 

 

（放送権及び有線放送権） 

第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

一 放送される実演を有線放送する場合 

二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 

イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている

実演 

ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの 

 

（送信可能化権） 

第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。 

２ 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。 

一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演 

二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されている

もの 

 

（放送のための固定） 

第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得

た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただ

し、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組

に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。 

２ 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。 

一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項た

だし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者 

二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これ

らをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの 
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（放送のための固定物等による放送） 

第九十四条 第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したと

きは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲

げる放送において放送することができる。 

一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を

用いてする放送 

二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又

は録画物の提供を受けてする放送 

三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送

（前号の放送を除く。） 

２ 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該

各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規

定する権利を有する者に支払わなければならない。 

 

（商業用レコードの二次使用） 

第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者（以下この条及び第九十七条第一項において

「放送事業者等」という。）は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を

得て実演が録音されている商業用レコード（送信可能化されたレコードを含む。第九十

七条第一項及び第三項において同じ。）を用いた放送又は有線放送を行つた場合（営利

を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有

線放送を行つた場合を除く。）には、当該実演（第七条第一号から第六号までに掲げる

実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。）に

係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。 

２～４ （略） 

５ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成

員とする団体（その連合体を含む。）でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあ

るときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 

６ 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならな

い。 

一 営利を目的としないこと。 

二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 

三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 

四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者（以下この条において「権利者」とい

う。）のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有

すること。 

７ 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使

することを拒んではならない。 

８ 第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてそ

の権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 

９ 文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用

料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又

はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 
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１０ 第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料

の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるも

のとする。 

１１ 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項

の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。 

１２ 第七十条第三項、第六項及び第八項、第七十一条（第二号に係る部分に限る。）並

びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用

する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第

七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者

等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」

とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。 

１３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）

の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しな

い。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害すること

となる場合は、この限りでない。 

１４ 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の

団体に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（送信可能化権） 

第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 

 

（商業用レコードの二次使用） 

第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合

（営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつてするかを問

わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。）を受けずに、当該放送を受

信して同時に有線放送を行つた場合を除く。）には、そのレコード（第八条第一号から

第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。）に係るレコー

ド製作者に二次使用料を支払わなければならない。 

２ 第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用

し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この

場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコ

ードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」

と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を

受ける期間」と読み替えるものとする。 

３ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする

者の相当数を構成員とする団体（その連合体を含む。）でその同意を得て文化庁長官が

指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 

４ 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体に

ついて準用する。 
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（著作隣接権の制限） 

第百二条 第三十条第一項、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六

条、第三十七条第三項、第三十七条の二（第一号を除く。次項において同じ。）、第三十

八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条（第二項を除

く。）、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規

定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用につい

て準用し、第三十条第二項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつてい

る実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定

は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四

条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用

について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは

「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三

条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。 

２～９ （略） 

 

○著作権法施行令（昭和４５年政令第３３５号）（抄） 

 

（著作権者と連絡することができない場合） 

第七条の五 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住

所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報（以下この条において「権利者

情報」という。）を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置によ

り取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡す

るための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合と

する。 

一 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物

その他の資料を閲覧すること。 

二 著作権等管理事業者（著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二条

第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。）その他の広く権利者情報を保有して

いると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。 

三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文

化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。 

２ 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。 

 

（補償金の供託を要しない法人） 

第七条の六 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 

一 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政

法人 

二 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法

人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人 

三 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独

立行政法人 

四 日本放送協会 
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（指定の告示） 

第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたとき

は、その旨を官報で告示する。 

 

（業務規程） 

第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体（以下「指定

団体」という。）は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業

務（以下「二次使用料関係業務」という。）の開始の際、二次使用料関係業務の執行に

関する規程（次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。）を定

め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

２ 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 

 

（二次使用料関係業務の会計） 

第四十八条 指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と

区分し特別の会計として経理しなければならない。 

 

（事業計画等の提出等） 

第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予

算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を

作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければ

ならない。 

 

（二次使用料の額の届出等） 

第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項（法第九十七条第四項において準用す

る場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。）の協議が成立したと

きは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出な

ければならない。 

 

２ 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会

に対し、その旨を通知しなければならない。 

 

（報告の徴収等） 

第五十条 文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必

要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、

若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の

改善のため必要な勧告をすることができる。 
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（業務の休廃止） 

第五十一条 指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするとき

は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け

出なければならない。 

一 休止又は廃止を必要とする理由 

二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日（第三項において「廃

止の日」という。） 

三 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者

（次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。）に対する措置 

２ 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示す

る。 

３ 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定によ

り官報で告示された日に、その効力を失う。 

 

（指定の取消し） 

第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十

五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。 

一 法第九十五条第六項各号（法第九十七条第四項において準用する場合を含む。）に

掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 

二 法第九十五条第七項（法第九十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定

に違反したとき。 

三 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使

用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと

き。 

四 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止によ

り権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。 

五 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の

規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは

同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の

資料を提出したとき、若しくは同条の規定による勧告に従わなかつたとき。 

２ 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示す

る。 

 

（二次使用料の額に関する裁定の申請） 

第五十三条 法第九十五条第十一項（法第九十七条第四項において準用する場合を含

む。）の裁定（以下この節において「裁定」という。）を求めようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 

二 当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住

所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 
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三 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体（以下この節に

おいて「放送事業者等の団体」という。）であるときは、その額の裁定を求めようと

する二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居

所 

四 裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項 

五 協議が成立しない理由 

２ 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければなら

ない。 

３ 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が

同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定め

をする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。 

 

（裁定前の手続等） 

第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を

求められた場合（当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。）において、法第九

十五条第十二項（法第九十七条第四項において準用する場合を含む。）において準用す

る法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指

定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを

求める。 

２ 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められ

ている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料

の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。 

３ 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同

意する旨の回答をする場合について準用する。 

４ 第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定さ

れた期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたもの

とみなす。 

５ 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当

事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項

の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送

事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁

定を行わないものとする。 

６ 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書

面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。 

７ 前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二

次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めること

ができる。 

８ 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。 
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（協議の勧告） 

第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法

第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を

行うように勧告することができる。 

 

（資料の提出の要求） 

第五十六条 文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、

資料の提出を求めることができる。 

 

（裁定すべき二次使用料の額） 

第五十七条 裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うもの

とする。 

一 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団

体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定

により権利者のために請求することができる二次使用料の総額 

二 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その

額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者（第五

十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放

送事業者又は有線放送事業者を除く。）に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条

第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額 

 

○平成二十一年文化庁告示第二十六号（抄） 

 

（広く権利者情報を掲載していると認められる刊行物その他の資料） 

第一条 著作権法施行令（昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。）第七

条の五第一項第一号（令第十二条の二において準用する場合を含む。）の文化庁長官が

定める刊行物その他の資料は、次に掲げるもののうち適切なものとする。 

一 著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の種類に応じて作成された名簿その他 

これに準ずるもの 

二 広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイト 

三 過去になされた著作権法（昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。）第

六十七条第一項（法第百三条において準用する場合を含む。以下同じ。）の裁定に係

る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について同項の裁定を受けようとする

場合にあっては、文化庁のウェブサイトに掲載されたこれらの著作物、実演、レコー

ド、放送又は有線放送に関するデータベース 
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（広く権利者情報を保有していると認められる者） 

第二条 令第七条の五第一項第二号（令第十二条の二において準用する場合を含む。）の文

化庁長官が定める者は、第一号及び第二号に掲げるもの（過去になされた法第六十七条

第一項の裁定に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について同項の裁定を

受けようとする場合にあっては、次に掲げるもののうち適切なもの）とする。 

一 著作権等管理事業者その他の著作権又は著作隣接権の管理を業として行う者であっ

て、法第六十七条第一項の裁定の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線

放送と同じ種類のもの（以下「同種著作物等」という。）を取り扱うもの 

二 同種著作物等について識見を有する者を主たる構成員とする法人その他の団体 

三 文化庁長官 

 

（日刊新聞紙への掲載に準ずる方法） 

第三条 令第七条の五第一項第三号（令第十二条の二において準用する場合を含む。）の文 

化庁長官が定める方法は、公益社団法人著作権情報センターのウェブサイトに七日以上 

の期間継続して掲載することとする。 


